
(1)　滞納状況

件　数 税　額 件　数 税　額 件　数 税　額 件　数 税　額 件　数 税　額

件 百万円 件 百万円 件 百万円 件 百万円 件 百万円

源 泉 分 6,760 1,629 2,439 799 9,199 2,428 2,838 829 6,361 1,599

申 告 分 25,504 5,692 19,321 4,031 44,825 9,723 18,792 3,622 26,033 6,101

計 32,264 7,321 21,760 4,830 54,024 12,151 21,630 4,451 32,394 7,700

2,412 2,244 2,150 1,854 4,562 4,098 2,113 1,700 2,449 2,398

309 520 347 445 656 965 379 591 277 374

外  2,438 外  3,896 外  6,334 外  3,868 外  2,466

28,589 8,835 21,015 13,829 49,604 22,664 20,245 13,771 29,359 8,893

1,537 244 1,943 223 3,480 467 1,824 219 1,656 248

外  2,438 外  3,896 外  6,334 外  3,868 外  2,466

65,111 19,164 47,215 21,181 112,326 40,345 46,191 20,732 66,135 19,613

調査対象等： 令和５年４月１日から令和６年３月31日までの間における滞納の繰越、新規発生及び処理等の国税の滞納状況を示した。

　  （注）　 １　件数は納期ごとに１件として計算し、加算税のうち、本税と納期を同一にするものは、本税と併せて１件として掲げた。
２　「源泉分」には源泉所得税及復興特別所得税を含む。
３　「申告分」には申告所得税及復興特別所得税を含む。

　　　　　　 ４　「相続税」には贈与税を含む。
　　　　　　  ５　上記の計数は、国税の滞納状況を示したものであるため、地方消費税は含まない。　　　   

    ただし、地方税法附則第九条の四の規定により、当分の間、国が消費税の賦課徴収と併せて地方消費税の賦課徴収を行うものとされていることから、
  「消費税」及び「合計」の外書として地方消費税の滞納状況を示している。

期首滞納 新規発生滞納 合　　　計

合 計

所 得 税

法 人 税

相 続 税

消 費 税

そ の 他
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(2)　滞納状況の累年比較

件　数 税　額 件　数 税　額 件　数 税　額 件　数 税　額 件　数 税　額

件 百万円 件 百万円 件 百万円 件 百万円 件 百万円

外  1,831 外  2,799 外  4,630 外  3,077 外  1,553

67,532 16,029 35,308 15,833 102,840 31,862 45,568 17,531 57,272 14,331

外  1,553 外  2,553 外  4,106 外  2,051 外  2,055

57,272 14,331 36,806 13,649 94,078 27,980 33,461 11,503 60,617 16,477

外  2,055 外  3,601 外  5,656 外  3,139 外  2,517

60,617 16,477 48,054 20,315 108,671 36,792 42,465 17,469 66,206 19,323

外  2,517 外  3,323 外  5,840 外  3,402 外  2,438

66,206 19,323 42,257 18,290 108,463 37,613 43,352 18,449 65,111 19,164

外  2,438 外  3,896 外  6,334 外  3,868 外  2,466

65,111 19,164 47,215 21,181 112,326 40,345 46,191 20,732 66,135 19,613

 （注）上記の計数は、国税の滞納状況を示したものであるため、地方消費税は含まない。　　　   
      ただし、地方税法附則第九条の四の規定により、当分の間、国が消費税の賦課徴収と併せて地方消費税の賦課徴収を行うものとされていることから、
    各年度欄の外書として地方消費税の滞納状況を示している。

年 度

要整理滞納
整理済滞納 整理中の滞納

期首滞納 新規発生滞納 合　　　計

令 和 元 年 度

令 和 ２ 年 度

令 和 ３ 年 度

令 和 ４ 年 度

令 和 ５ 年 度

熊本国税局
国税滞納
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(3)　税務署別滞納状況

件　数 税　額 件　数 税　額 件　数 税　額 件　数 税　額 件　数 税　額

件 百万円 件 百万円 件 百万円 件 百万円 件 百万円

熊 本 西 7,109 1,416 5,768 2,539 12,877 3,955 6,421 2,527 6,456 1,428

熊 本 東 2,552 516 2,849 1,054 5,401 1,570 2,529 981 2,872 589

八 代 1,689 374 1,360 465 3,049 839 1,339 492 1,710 347

人 吉 814 157 883 322 1,697 479 817 283 880 196

玉 名 1,149 199 952 387 2,101 587 857 303 1,244 284

天 草 1,286 238 886 336 2,172 574 835 334 1,337 241

山 鹿 570 86 408 125 978 211 410 130 568 81

菊 池 1,346 214 1,328 497 2,674 711 1,121 449 1,553 262

宇 土 562 93 877 250 1,439 343 825 238 614 105

阿 蘇 539 121 770 329 1,309 450 626 272 683 178

熊 本 県 計 17,616 3,414 16,081 6,304 33,697 9,719 15,780 6,009 17,917 3,711

大 分 6,146 1,264 4,124 1,935 10,270 3,199 4,024 1,909 6,246 1,290

別 府 2,648 474 1,469 583 4,117 1,057 1,746 658 2,371 399

中 津 696 194 349 197 1,045 391 409 248 636 143

日 田 818 154 619 173 1,437 327 628 214 809 114

佐 伯 538 96 497 177 1,035 273 429 165 606 108

臼 杵 496 91 417 133 913 224 377 125 536 99

竹 田 218 42 241 69 459 112 207 69 252 42

宇 佐 443 76 405 163 848 239 435 178 413 61

三 重 251 55 304 167 555 222 278 171 277 51

大 分 県 計 12,254 2,446 8,425 3,597 20,679 6,044 8,533 3,737 12,146 2,307

宮 崎 4,707 882 3,447 1,223 8,154 2,105 3,616 1,324 4,538 781

都 城 1,789 312 1,716 577 3,505 889 1,497 525 2,008 365

延 岡 1,817 273 1,476 523 3,293 795 1,676 535 1,617 260

日 南 544 88 438 182 982 270 411 184 571 86

小 林 691 103 486 167 1,177 270 399 134 778 137

高 鍋 982 211 1,003 436 1,985 647 887 417 1,098 229

宮 崎 県 計 10,530 1,869 8,566 3,108 19,096 4,976 8,486 3,119 10,610 1,858

鹿 児 島 7,525 1,372 5,392 2,216 12,917 3,588 4,980 2,135 7,937 1,453

川 内 1,073 203 749 216 1,822 419 619 237 1,203 182

鹿 屋 1,514 257 1,029 343 2,543 600 1,061 340 1,482 260

大 島 1,165 170 1,095 460 2,260 629 1,145 439 1,115 190

出 水 614 138 458 188 1,072 326 405 192 667 133

指 宿 539 62 303 108 842 170 287 105 555 65

種 子 島 354 55 392 99 746 154 459 118 287 37

知 覧 522 82 524 177 1,046 259 375 143 671 116

伊 集 院 1,027 145 447 170 1,474 315 443 174 1,031 140

加 治 木 1,507 271 1,642 616 3,149 887 1,613 597 1,536 290

大 隅 543 103 562 287 1,105 390 519 271 586 119

鹿 児 島 県 計 16,383 2,858 12,593 4,880 28,976 7,737 11,906 4,751 17,070 2,985

局 引 受 分 8,328 8,575 1,550 3,294 9,878 11,868 1,486 3,118 8,392 8,750

総 計 65,111 19,164 47,215 21,181 112,326 40,345 46,191 20,732 66,135 19,613

　（注）１　この表は、「⑴滞納状況」の「合計」欄を税務署別に示したものである。
　　　　２　「税額」欄は四捨五入の関係により、各署等の合計と「総計」とが一致しない場合がある。

税 務 署 名

要 整 理 滞 納
整 理 済 滞 納 整 理 中 の 滞 納

期 首 滞 納 新 規 発 生 滞 納 合 計

熊本国税局
国税滞納
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還付金の支払決定の状況

千円

令 和 元 年 度 127,890,473

令 和 ２ 年 度 157,999,034

令 和 ３ 年 度 147,053,242

令 和 ４ 年 度 187,466,111

令 和 ５ 年 度 200,465,849

源 泉 所 得 税 及 復 興 特 別 所 得 税 41,790,506

申 告 所 得 税 及 復 興 特 別 所 得 税 6,029,738

法 人 税 23,880,699

消 費 税 及 地 方 消 費 税 125,160,213

そ の 他 3,604,693

還 付 金 合 計 200,465,849

調査期間：令和５年４月１日から令和６年３月31日
（注）　還付加算金を含む。
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